
                        教 生 学 第 ２０５ 号  

                        令和５年（2023年）５月30日  

 

 各 教 育 局 長  

 各道立学校長  

 

                     学校教育局生徒指導・学校安全課長  

 

   災害関連法律に基づく避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について    

   （通知） 

 このことについて、水防法（昭和24年法律第193号）、土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）、津波防災地域づくりに

関する法律（平成23年法律第123号）及び活動火山対策特別措置法（昭和48年第61号）

に基づき、市町村の地域防災計画の中で児童生徒の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

必要があるとして「要配慮者利用施設」または「避難促進施設」（以下「要配慮者利用

施設」等という。）として指定されている学校は、避難確保計画の作成及び避難確保計

画に基づく避難訓練の実施並びに市町村への報告が義務付けられています。（津波防

災づくりに関する法律及び活動火山対策特別措置法に基づく「避難促進施設」につい

ては、計画の公表も義務付けられています。） 

 ついては、現時点で「要配慮者利用施設」等に指定されている学校で、避難確保計

画を作成していない、若しくは作成しているが市町村への報告をしていない学校にあ

っては、速やかに、市町村防災担当部局と調整し作成・報告するようお願いします。 

 また、年１回以上の避難確保計画に基づく避難訓練についても計画的に実施し、実

施した際は、市町村への報告をお願いします。 

 なお、現時点で「要配慮者利用施設」等に指定されていない学校についても、今後、

市町村の地域防災計画の見直し等により新たに指定される場合があります。指定され

た際は、避難確保計画の作成及び避難確保計画に基づく避難訓練の実施並びに市町村

への報告をお願いします。 

記 

＜参考資料＞ 

 ・災害関連法律（抜粋） 

 

（学校安全係）  

 

様 



【参考】 

避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられる学校 

根拠となる法令 対象校 

避難確保計画の作成 

及び 

市町村への報告 

避難訓練の実施 

及び 

市町村への報告 

水防法 ※１ 

洪水浸水想定区域内に位

置し、市町村の地域防災計

画で指定された学校 

 〈要配慮者利用施設〉 

第15条の３第１項 

第15条の３第２項 
第15条の３第５項 

土砂災害防止法 

※２ 

土砂災害警戒区域内に位

置し、市町村の地域防災計

画で指定された学校 

  〈要配慮者利用施設〉 

第８条の２第１項 

第８条の２第２項 

第８条の２第５項 

 

津波防災地域づく

り法 ※３ 

津波災害警戒区域内に位

置し、市町村の地域防災計

画で指定された学校 

〈避難促進施設〉 

第71条第１項２ 第71条第２項 

活火山法 ※４ 

火山災害警戒地域内に位

置し、市町村の地域防災計

画で指定された学校 

 〈避難促進施設〉 

第８条第１項 

第８条第２項 
第８条第３項 

 

※１：水防法（昭和24年法律第193号） 

※２：正式名称「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（平成12年法

律第57号） 

※３：正式名称「津波防災地域づくりに関する法律」（平成23年法律第123号） 

※４：正式名称「活動火山対策特別措置法」（昭和48年第61号）  
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○水防法（昭和二十四年法律第百九十三号） （抜粋） 

 

（洪水浸水想定区域） 

第十四条 国土交通大臣は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止

することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨

（想定し得る最大規模の降雨であって国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。）により

当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。 

一～三 （略）  

２ 都道府県知事は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止するこ

とにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により

当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。 

一～三 （略） 

３ 前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事

項を明らかにしてするものとする。 

４～５ （略） 

 

（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置） 

第十五条 市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しな

い市町村にあっては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、第十四条第一項若しくは第二項の規

定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項若しくは第二項の規定による雨水出水浸水想定区域の

指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは、市町村地域防災計画（同法第四十

二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、少なくとも当該洪水浸水想定区

域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。ただ

し、第四号ハに掲げる施設について同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出

があつた場合に限る。 

一～三 （略） 

四 浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第三項において

同じ。）内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地 

イ （略） 

ロ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用す

る施設をいう。第十五条の三において同じ。）でその利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図

る必要があると認められるもの 

ハ （略） 

五 （略） 

２～３ （略） 

 

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の三 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利

用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時

等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならな

い。 

２ 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成したときは、遅滞なく、これ

を市町村長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

３ 市町村長は、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合に

おいて、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要があると認め

るときは、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。 

４ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、正当な理由

がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 
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５ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の要配

慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行うとともに、その結果を市町

村長に報告しなければならない。 

６ 市町村長は、第二項又は前項の規定により報告を受けたときは、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管

理者に対し、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言

又は勧告をすることができる。 

７ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の要配慮者利

用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならな

い。 

８ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞な

く、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当

該事項を変更したときも、同様とする。 
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○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 （平成十二年法律第五十七号） 

（抜粋） 

 

（土砂災害警戒区域） 

第七条 都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危

害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害（河道閉塞による湛水を発生

原因とするものを除く。以下この章、次章及び第二十七条において同じ。）を防止するために警戒避難体制を

特に整備すべき土地の区域として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害警戒区域（以下「警戒区域」

という。）として指定することができる。 

２～６ （略） 

 

（警戒避難体制の整備等） 

第八条 市町村防災会議（災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十六条第一項の市町村防災会

議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、前条第一

項の規定による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項の市町村地域防

災計画をいう。以下同じ。）において、当該警戒区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一～三 （略） 

四 警戒区域内に、要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要す

る者が利用する施設をいう。以下同じ。）であって、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合におけ

る当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものが

ある場合にあっては、当該要配慮者利用施設の名称及び所在地 

五～六 （略） 

２～３ （略） 

 

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） 

第八条の二 前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設

の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合

における当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他

の措置に関する計画を作成しなければならない。 

２ 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成したときは、遅滞なく、これ

を市町村長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

３ 市町村長は、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合に

おいて、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該要配慮者利用施設を利用している者の円

滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に

対し、必要な指示をすることができる。 

４ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、正当な理由

がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

５ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、急傾斜地の

崩壊等が発生するおそれがある場合における同項の要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難

の確保のための訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。 

６ 市町村長は、第二項又は前項の規定により報告を受けたときは、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管

理者に対し、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該要配慮者利用施設を利用している者

の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。 
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○津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号） （抜粋） 

 

（津波浸水想定） 

第八条 都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定（津波があった場合

に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。）を設定するものとする。 

 

（津波災害警戒区域） 

第五十三条 都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民そ

の他の者（以下「住民等」という。）の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、

当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害

警戒区域（以下「警戒区域」という。）として指定することができる。 

２ 前項の規定による指定は、当該指定の区域及び基準水位（津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築物等へ

の衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位であって、津波の発生時にお

ける避難並びに第七十三条第一項に規定する特定開発行為及び第八十二条に規定する特定建築行為の制限の基準

となるべきものをいう。以下同じ。）を明らかにしてするものとする。 

３～６ （略） 

 

（市町村地域防災計画に定めるべき事項等） 

第五十四条 市町村防災会議（災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十六条第一項の市町村防災

会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。以下同じ。）は、前条第一項の規定

による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をい

う。以下同じ。）において、当該警戒区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一～三 （略） 

四 警戒区域内に、地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設をいう。第七

十一条第一項第一号において同じ。）又は社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要

する者が利用する施設であって、当該施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保する

必要があると認められるものがある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地 

五 （略） 

 

（避難確保計画の作成等） 

第七十一条 次に掲げる施設であって、第五十四条第一項（第六十九条において準用する場合を含む。）の規定

により市町村地域防災計画又は災害対策基本法第四十四条第一項の市町村相互間地域防災計画にその名称及

び所在地が定められたもの（以下この条において「避難促進施設」という。）の所有者又は管理者は、単独で

又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、避難訓練その他当該避難促進施設の利用者の津波の発

生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画（以下この条において「避難

確保計画」という。）を作成し、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。 

一 地下街等 

二 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設のうち、その

利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保するための体制を計画的に整備する必要がある

ものとして政令で定めるもの 

２ 避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の定めるところにより避難訓練を行うとともに、その

結果を市町村長に報告しなければならない。 

３ 市町村長は、前二項の規定により報告を受けたときは、避難促進施設の所有者又は管理者に対し、当該避難促

進施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすること

ができる。 

４ 避難促進施設の所有者又は管理者の使用人その他の従業者は、避難確保計画の定めるところにより、第二項の

避難訓練に参加しなければならない。 

５ 避難促進施設の所有者又は管理者は、第二項の避難訓練を行おうとするときは、避難促進施設を利用する者に

協力を求めることができる。 
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○活動火山対策特別措置法（昭和四十八年法律第六十一号）（抜粋） 

 

（火山災害警戒地域） 

第三条 内閣総理大臣は、基本指針に基づき、かつ、火山の爆発の蓋然性を勘案して、火山が爆発した場合には

住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域で、当該地域における火山の爆発による

人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域（以下「警戒地域」とい

う。）として指定することができる。 

２～５ （略） 

 

（市町村地域防災計画に定めるべき事項等） 

第六条 市町村防災会議は、第三条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、市町村地域防災計画

（災害対策基本法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、当該警戒地域ごと

に、次に掲げる事項について定めなければならない。 

一～四 （略） 

五 警戒地域内に次に掲げる施設（火山現象の発生時における当該施設を利用している者の円滑かつ迅速な避

難を確保する必要があると認められるものに限る。）がある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在

地 

イ （略） 

ロ 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設で政令で定め

るもの 

六～七 （略） 

２～３ （略） 

 

（避難確保計画の作成等） 

第八条 第六条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた同項第五号の施設

（以下この条において「避難促進施設」という。）の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、内閣府令で

定めるところにより、避難訓練その他火山現象の発生時における当該避難促進施設を利用している者の円滑か

つ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画（以下この条において「避難確保計画」という。）

を作成しなければならない。 

２ 避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告す

るとともに、公表しなければならない。当該避難確保計画を変更したときも、同様とする。 

３ 避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の定めるところにより避難訓練を行うとともに、その結

果を市町村長に報告しなければならない。 

４ 市町村長は、前二項の規定により報告を受けたときは、避難促進施設の所有者又は管理者に対し、火山現象

の発生時における当該避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又

は勧告をすることができる。 

５ 避難促進施設の所有者又は管理者の使用人その他の従業者は、避難確保計画の定めるところにより、第三項

の避難訓練に参加しなければならない。 

６ 避難促進施設の所有者又は管理者は、第三項の避難訓練を行おうとするときは、避難促進施設を利用する者

に協力を求めることができる。 


